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群馬県 昭和村  



 

第５次特定事業主行動計画 

 

１ はじめに 

 平成１５年７月、急速な少子化の進行等から、次代の社会を担う子どもたちが健やかに

生まれ、かつ、育成される環境の整備を図るために、次世代育成支援対策推進法が成立し

ました。この法律は、次世代育成支援対策についての基本理念を定め、国、地方公共団体

及び事業主など、さまざまな事業主体が社会をあげて取り組んでいくための必要な措置に

ついて定めたものです。 

 また、平成２７年８月には、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女

性活躍推進法という。」）が成立し、現在、国をあげての仕事と家庭の両立支援対策が進

められています。 

 このような中、わたしたち地方公共団体は、行政機関として、さらには職員を雇用する

事業主として、子どもたちの健やかな育成を支援するとともに、男女問わず個々の能力を

発揮できる社会基盤の整備を推進しなければなりません。次世代育成支援対策推進法及び

女性活躍推進法では、このような考え方から国及び地方公共団体の機関を「特定事業主」

と定め、子どもたちの健やかな育成を支援し、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進

するため、「特定事業主行動計画（以下「本計画」という。）を策定することとなってい

ます。 

 本村では、法律に定められた行動計画策定指針に基づき、職員が仕事と家庭の両立を図

ることができるよう、平成１７年度から平成２１年度を第１次計画、平成２２年度から平

成２６年度を第２次計画、平成２７年度から令和元年度を第３次計画、令和２年度から令

和７年度を第４次計画とし、それぞれ計画を策定し、業務効率化を前提とした次世代育成

支援対策と計画的かつ着実に推進してきたところです。そして、今後の取り組みを一層推

進するため、第５次計画を策定します。 

 これからも女性の活躍推進が図られ、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）

の実現と、質の高い働き方ができる職場整備を推進していきます。 

 

 

２ 計画期間 

○ 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日 

 次世代育成支援対策推進法が令和１７年３月末、女性活躍推進法が令和１８年３月

末まで期限が延びましたが、今回の計画は５年間の計画とする。 

 

３ 計画の推進体制 

○ 本計画を効果的に推進するため、事務局を総務課庶務係とし、本計画に関すること

職員からの要望や質問、苦情・相談を受け付けます。 

○ 実施状況や職員ニーズにより、目標達成に向けての推進策や必要な計画の修正を行

います。 

○ 本計画の周知徹底に努めます。 

 



 

 

４ 計画の公表及び周知 

 特定事業主は、計画を策定し、又は変更した時は、遅滞なく村のホームページ等に掲

載し公表する。 

 

５ 計画の実施状況の点検 

 計画の推進に当たっては、実施状況を一括して把握・点検できる体制を整えたうえで、

各年度において、把握等をした結果を踏まえて、各種取組が次世代育成支援対策として

役立ったか、効果があったか等の観点から点検・評価を実施し、その結果をその後の対

策や計画に反映させる、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Action）の

PDCA サイクルを確立する。  

 

 

６ 具体的な計画の内容 

 ◎ 職員の勤務環境に関するもの 

 

（１）妊娠中及び出産後における配慮 

① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている休暇制度について周知す

る。 

② 出産費用の給付等の経済的支援措置について情報提供を行う。 

③ 各職場においては、妊娠中の職員の健康や身体の安全に対し、特に配慮する。  

④ 所属長は、妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、深夜勤務及び時間外勤

務を原則として命じない。 

⑤ 所属長は、妊娠中の職員に対し、危険有害業務の就業に対して、原則命じない。 

⑥ 所属長は、妊娠中の職員に対し、健康診査及び保健指導を優先する。 

⑦ 所属長は、妊娠中の職員に対し、業務の軽減や通勤緩和を図る。 

 

（２）子どもの出生時における父親の休暇取得の促進 

① 子どもの出生に伴う父親の特別休暇（配偶者出産休暇：２日間）について周知し、

取得の徹底を図る。 

② 子どもの出生に係る父親の特別休暇（育児参加のための休暇：５日）及び年次有

給休暇の取得促進について周知を図る。 

 

（３）育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

 ア 育児休業及び部分休業制度等の周知 

① 育児休業等に関する制度の周知を図るとともに、男性職員の育児休業等の取得促

進について周知を図る。 

② 育児休業中の経済的な支援等について情報提供を行う。 

③ 妊娠を申し出た職員に対し、本人の希望に応じて育児休業等の制度・手続きにつ

いて説明を行う。 



 

④ 育児休業を取得する際は、所属長と休暇中の業務や役割分担を調整した上で申請

する。 

 イ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成 

① 職員から産前休暇取得の申し出があったときは、各職場において業務遂行の工夫

等を行い、育児休業を取得しやすい職場環境の醸成に努める。 

② 総務課は、定期的に育児休業等の制度についての情報提供に努め、職場における

制度趣旨の普及を行う。 

③ 所属長は、早出・遅出勤務制度の活用を図り、保育園等の送迎などを行う職員に

配慮して勤務時間を割り振るなど、柔軟な対応を図る。 

 ウ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

 任命権者等は、育児休業を取得した職員が、円滑に職場復帰ができるよう支援を行

う。所属長は、育児休業中の職員に対して、休業期間中の情報提供を行うとともに、

必要に応じて復帰時に研修に参加させるなど職場復帰に向けての環境作りに努める。 

 エ 育児休業等を取得した職員の代替要員の確保 

 職員から育児休業及び育児短時間勤務の請求があった場合に、所属内の人事配置等

によって当該職員の業務を処理することが難しいときは、臨時的任用制度の活用を図

る。 

 

 以上のような取り組みから、育児休業の取得率を、男性は２５％、女性は１００％、妻

の出産休暇や男性職員の育児参加休暇の取得率は５０％を目標とし、一層の推進を図る

【目標達成年度：令和１２年度】 

 

《参考》 

 ○育児休業取得率と平均取得期間について 

  育児休業の取得率および取得期間 

 

 

 

 

 

  Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度  

 

 

 

 

男性 

 

（取得率）  ０％ ０％ ６６．７％ 

（取得期間） － － １年未満 

女性 

 

（取得率）   １００％   １００％ １００％ 

（取得期間） １年～ 

１年半未満 

１年 １年～ 

１年半未満 

 

  男性職員の配偶者出産休暇（２日間）および育児参加のための休暇（５日間） 

 

 

 

   項  目  Ｒ４年度  Ｒ５年度 Ｒ６年度  

 

 

男性 

 

合 計 取 得 率 ８０％ ０％ １００％ 

５日以上取得率 ２０％ ０％ ５０％ 

 

 

 



 

（４）時間外勤務の縮減 

   職場における恒常的な時間外勤務は、職員の心身の健康を害し、公務能率の低下を招

くだけでなく、子育てをする職員にとって大切な子どもと触れ合う時間を奪うことにな

ります。職員のワークライフバランスの実現のため、時間外勤務を縮減し、以下の取り

組みを推進します。 

 

 ア 職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の制度の周知  

① 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び時間外勤務の

制限の制度の周知を図る。 

イ 職員が退庁しやすい環境づくりの推進 

① 毎週水曜日をノー残業デーとして今後も継続して定時退庁を促進し、所属長は声

かけなどにより退庁を促し、職員への周知を図る。 

② 所属長による定時退庁の率先垂範により、各職場における定時退庁の促進を図

る。 

ウ 事務の簡素合理化の推進 

① 所属長は、イベントや行事を実施する場合には、目的、効果、必要性について十

分検討の上、実施し、併せて、既存の行事等との関係を整理し、代替できるものは

廃止する。 

② 会議や打合せを行う場合は、会議資料の事前配付などにより、会議当日の資料説

明の時間を短くするなど、短時間で効率よく行うよう心がける。 

③ 所属長は、各課における事業内容を再度見直し、実態に即した整理合理化に努め

るとともに、課を超えた類似事業の整理合理化について検討する。 

④ 生成ＡＩを活用し、事務の合理化に努める。 

 エ 時間外勤務の縮減のための意識啓発等 

①  所属長は、時間外勤務について１日４時間以内、１月に４５時間以内で命じるよ

う配慮する。 

②  総務課長は、各課の時間外勤務の実態を調査し、時間外勤務の多い職場の所属長

に対し、注意喚起を行う。 

③ 週休日に勤務した場合は、原則、振替又は代休制度を活用する。 

 

 以上のような取り組みを通じて、一月あたりの平均超過勤務時間を約３時間削減した５

時間以内とし、一月あたり４５時間以内、一年３６０時間以内の上限に達する職員が０人

となるように努める(他律的業務に従事する者は除く)。【目標年度：令和１２年度】 

 

 

 

 

 

 



 

 《参考》 
  ○超過勤務の状況について 
   一人あたりの一月の平均超過勤務時間 

 
 

 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度  
 全職員（管理職除く） 6.5 時間 8.4 時間 9.0 時間 

   一月 45 時間を超えて勤務した職員 

  Ｒ４年度  Ｒ５年度  Ｒ６年度  

全職員（管理職除く） ４人    ４人    ５人 

 

 

（５）休暇の取得の促進 

 年次休暇の取得促進のために以下の取り組みを行います。 

 ア 年次有給休暇の取得の促進 

① 職員は年間の年次有給休暇取得日数を最低５日とし、達成に努める。 

② 所属長は、職員の計画的な年次有給休暇の取得を指導する。 

 イ 連続休暇等の取得の促進 

①  職員は、週休日や国民の祝日、夏期休暇と組合わせて年次有給休暇を取得するよ

う努め、所属長は取得できる職場の雰囲気を醸成する。 

② 所属長は、ゴールデンウィークやお盆期間など、長期休暇期間においては、会議

等の行事は、なるべく開催しないように努める。 

③ 子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その希望する職員に対して

１００％取得できる雰囲気の醸成を図る。 

 

 以上のような取り組みを通じて、年次有給休暇の平均取得日数を、令和７年度と比べて

１０％増加するよう努める。また、取得日数が５日未満の職員を０人にするよう努める。

【目標年度：令和１２年度】 

 

 《参考》 

  ○年次有給休暇の取得日数の状況について 

   平均取得日数および平均取得率 

 

 

 

 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度  

 

 

平均取得率   ２８．９％  ２６．６％ ２８．６％ 

  平均取得日数  １１．５日  １０．６日 １１．４日 

 

   取得日数が５日未満の職員 

 

 

 

 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度  

 

 

人数  ７人 １６人 １２人 

割合 ８．２％ １８．６％ １３．６％ 

 

 

 



 

（６）職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取り組み 

 固定的な性別役割分担意識等は、その妨げとなるため、これを是正することを目的とし、

以下のような取り組みを行います。 

 ア 職員に対する意識啓発 

① 任命権者は、職場優先の環境のみならず、固定的な性別役割分担意識にとらわれ

ず、男女が互いに協力して子育てを行う必要性を周知するため、この件に関する資

料を配布するなど積極的に情報提供をすることにより、職員に対する意識啓発を行

う。 

② 任命権者は、あらゆるハラスメントを未然に防止するため、「昭和村職員のハラ

スメントの防止等に関する規則」を周知、また必要に応じて研修会等を開催し、事

案を迅速かつ公平に解決するため、相談窓口を総務課に設置するなど、事業主とし

て措置義務を全うすべく柔軟に対応する。 

 イ 職員の環境づくり 

① 職員は、日頃からお互いに協力し合い、コミュニケーションをとることで働きや

すい職場環境づくりに努める。 

 

（７）子ども・子育てに関する地域貢献活動  

 ア 子どもの体験活動等の支援 

① 地域における子ども・子育てに関する活動に対して、職員の積極的な参加を促す。 

② 子どもが参加する学習会等の行事において、要請がある時は、職員が専門分野を

生かした指導を積極的に実施する。 

 イ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

○ 子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な

防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を促す。 

 

７ 女性の活躍推進に向けた取り組み 

 ◎ 女性職員の登用、採用、退職等の状況について 

 

（１）女性の活躍に関する状況の把握と各課題に応じた取り組み 

 
            年度 
 
  項目 

 
Ｒ２年度 

 

 
Ｒ３年度 

 

 
Ｒ４年度 

 

 
Ｒ５年度 

 

 
Ｒ６年度 

 

昭和村職員総数 ９３人 ８６人 ９０人 ９３人 ９３人 

女性職員数 ３５人 ３３人 ３４人 ３５人 ３６人 

女性比率 ３７．８％ ３７．１％ ３７．８％ ３７．６％ ３８．７％ 

昭和村管理職数 ２９人 ２７人 ３４人 ３３人 ３３人 

女性管理職比率 23.3%(7 人) 26.7%(8 人) 37.8%(13 人) 39.4%(13 人) 33.3%(11 人) 

（うち課長級以上） 6.7%(1 人) 0%(0 人) 40.0%(8 人) 42.1%(8 人) 33.3%(7 人) 

女性採用比率 ３３．３％ １００％ ４０．０％ ３３．３％ ５０．０％ 



 

女性職員採用数 １人(1/3) ３人(3/3) ２人(2/5) １人(1/3) ２人(2/4) 

   ※いずれの年度の基準日も、各 4 月 1 日現在にて算出。 

 

ア 女性採用の拡大と目標 

 令和６年度を含めた５年間の本村の女性採用比率は、５カ年平均で５０．０％、こ

のうち、一般事務の女性採用比率は、５カ年平均で３０．０％だった。 

 一般事務の採用率を、５カ年平均で４０％以上とするよう努める（目標達成年度：

令和１２年度）。 

イ 女性管理職の登用への取り組み 

 令和２年度を含めた５年間の本村の女性管理職員の比率は、５カ年平均で、３２．

１％となっている。 

 昨今の多様化する住民ニーズに対応していくためには、政策立案、決定において女

性の視点を反映することは大変重要であり、女性職員の管理職への登用を積極的に進

め、幅広く村政の反映させていく。 

 本村における、女性の管理職員比率を４０％以上となるよう努める（目標達成年度

：令和１２年度）。 

 

ウ 男女の継続勤務年数の差異と各役職に占める女性職員の割合 

    男女の平均勤続勤務年数 
    年度 
   
 項目 

 
R2 

 

 
R3 

 

 
R4 

 

 
R5 

 

 
R6 

 

 男性 ２０．０年 ２０．０年 ２０．４年 １９．４年 １８．２年 

 女性 １５．９年 １６．６年 １４．５年 １５．２年 １４．６年 

 

 

（２）子育てを行う女性職員の活躍推進に向けた取り組み 

ア 子育てを行う女性職員の人事配慮について 

 子育てを行う職員には、保育所の送迎などの本人の意向を把握するとともに、でき

るだけ家庭生活に支障のないよう、人事異動等に配慮をします。 

イ 男性職員の家庭生活参加への推進について 

 家事や育児、介護等、家庭の責任の多くを担っているのが女性であり、男性職員の

家事や育児への積極的な参加は、女性の活躍推進のためにも不可欠です。さらに、男

性が家事や育児等の経験を得ることは、マネジメント力の向上や多様な価値観の醸成

等を通じ職務における視野を広げるなど、男性自身のキャリア形成にとっても有用な

ものと考えられます。そのためにも、男性職員の家庭生活への積極的な参加促進を周

知するとともに、全職員に対しても意識啓発の取り組みを進めていきます。  この

ため、当計画に掲げている目標（２５％）を目指し、少しでも多くの見本となる男性

職員を増やしていくこととする。 

ウ 所属長等の職場風土の醸成について 



 

 子育て中の職員に対し、補助的な仕事ばかり与えたり、異動を勧めるなどの「過剰

配慮」は、当該職員の意欲をそぎ、キャリア形成を阻害する大きな要因となりうる。

このため、所属長には、固定的な考えにとらわれることなく、職員の状況、意欲、能

力に応じた適切な配慮や支援をすることが求められる。 

 職場全体が支え、職員相互で助け合い、真の「ワーク･ライフ･バランス」が形成さ

れるよう、職場風土の醸成に取り組みます。 


